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■三栖公民館区統計情報 

(令和７年12月末) 

人  口：4,689 前月比：＋４ 

世帯数：1,970 前月比：＋４ 

 

移 動 図 書 館(２月の予定) 

①２月６日(金) 

13時15分～14時45分 

三栖小学校    

②２月13日(金) 

10時20分～11時 

三栖コミュニティセンター 

令和８年２月号 

４ 

https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336 

 申告は、市民税・県民税の算定や各種行政サービス(国民健康保険税の算定、児童扶養手当

の受給、幼稚園・保育所の入所、公営住宅の入居等)を受ける際の基礎となるものです。 

 申告期間は、2月16日(月)から３月16日(月)まで(土、日、祝を除く。)です。 

 税務課では、下記の日程で休日申告受付及び出張申告受付を開催いたします。 

 なお、マイナンバー(個人番号)の記載と、番号確認及び本人確認書類が必要ですのでご留意

ください。 

 ■申告時に必要なもの 

①申告書(自宅に送付されていない方は、申告会場に用意してあります。) 

②源泉徴収票(無い場合は、給与明細など収入の内容がわかるもの) 

③生命保険料・地震保険料の控除証明書(保険会社から発行された証明書) 

④社会保険料の確認書・領収書等(国民年金は日本年金機構が発行した証明書等) 

⑤医療費控除の明細書 

(医療費通知により明細の記載を省略する場合は、医療費通知の原本の添付が必要です。) 

⑥配偶者特別控除を受けようとする方は、配偶者の収入のわかるもの 

⑦営業などの事業所得や不動産所得の申告をする方は、収入・経費の明細書 

⑧マイナンバーと本人確認ができる書類(下記表) 

⑨代理で申告される場合は、納税義務者本人のマイナンバーが確認できる書類(写しでも可)・  

 代理人の本人確認書類・委任状がそれぞれ必要となります。 

【休日受付日程】 

【出張受付日程】 

※令和８年度申告分から、スマートフォンやマイナンバー 

 カードを利用して、電子申告が可能になりました。 

 詳細については、田辺市ホームページや 

 右記特設ページ(外部リンク)をご覧ください。 

 【問合せ】 税務課市民税係 ℡0739-26-9920      

  番号確認書類 本人確認書類 

マイナンバーカード 

(個人番号カード)を 

お持ちの場合 

○マイナンバーカード 

 (裏面) 

○マイナンバーカード 

 (表面) 

マイナンバーカード 

(個人番号カード)を 

お持ちでない場合 

下記のうち１点 

○通知カード 

○住民票の写し 

 (マイナンバーの記載があるもの)   

○住民票記載事項証明書 

 (マイナンバーの記載があるもの) 

顔写真付のものは下記のうち１点 

○運転免許証、パスポート、障害者手帳等 

 

顔写真付でないものは下記のうち２点 

○資格確認書、各種年金証書等(年金手帳、基礎年金

番号通知書)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活

保護受給者証、各種医療証等 

受付日 受付時間 受付会場 

２月21日(土) ９時～15時 田辺市役所 ３階 税務課窓口 

受付日 受付時間 受付会場 

２月20日(金) ９時30分～12時 三栖コミュニティセンター 

令和８年度 市民税・県民税の申告について 

 今年度も三栖文化展を開催します。一日目の午前中に

は幼稚園と学校、子ども食堂による発表を行います。 

 二日目10時からは子ども食堂が開催の予定です。両日

とも、皆さまお誘い合わせのうえぜひお越しください。 
 
日時：令和８年２月14日(土)９時～16時 

         15日(日)９時～15時 

場所：三栖コミュニティセンター ℡ 34-0022 
 
【14日(土)】 

☆10時より三栖幼稚園の舞台発表 

☆10時半より三栖小学校の学習発表 

☆子どもたちの発表終了後、三栖公民館にて毎月子ども

食堂を開いている中三栖区長・くるむ食堂代表の花村さ

ん夫妻による講演を行います。こちらも是非、ご聴講く

ださい。 

☆午前中には、JAわかやま女性会三栖支部より『梅じゃ

こご飯』の無料提供を予定しています、是非味わってみ

てください。数には限りがありますのでお早めに！ 
 
【15日(日)】 

☆10時から、くるむ食堂さんによる子ども食堂を開催し

ます。食後にはお子さま向けのリトミックも予定してい

ますので、是非お越しください。文化展の作品鑑賞とあ

わせて、地域の皆さまの交流の場としてもお楽しみくだ

さい。大人300円、子ども(18歳以下)は無料です。大人

だけでも大丈夫、どなたでもどうぞ。 
 
【作品募集中】 開催に当たり、地域の皆さんの趣味の作

品・手作りの作品を募集しています。書や絵画・写真・

手芸作品など、ジャンルを問いません。ぜひご出展くだ

さい。ご出展いただける方は、２月12日(木)までに三栖

公民館までご連絡ください。 

三栖文化展のお知らせ  

https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
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◆ 三栖小学校の取組について ◆ 

 始業式では、３学期は、き組は47日、あか組
は48日という短い期間で、昔から１月「往ぬ
る」２月「逃げる」３月「去る」といわれあっ
というまにおわってしまいますが、き組は小学１年生に向けて、あか組はき組に向けて成
長する大切な学期であることを話しました。子どもたちは、話し手の方をしっかりと見な
がら真剣なまなざしで話を聞く事ができました。休み明けとは思えない素晴らしい姿でし
た。３学期がとても楽しみです。 
 ３ヶ月間、しっかりと成長できるように支援をしていきたいと思います。  

☆ ３学期がスタートしました ☆  
４歳・５歳になったら 

三 栖 幼 稚 園 へ ！ 

令和８年度からの新入園児を募集していま

す！お気軽にご連絡・ご相談ください！ 
☆ 史跡巡り（５・６年生） ☆ 

◆ 三栖幼稚園の取組について ◆ 

２月12日(木) 

２月19日(木) 
 ９時45分～11時 園庭開放日 

未就園児のお子さまと保護者の方が、自由に遊ん

でいただけるよう、園庭と保育室を開放する日と

なっています。 

 それぞれが思い思いの絵を凧にかきました。それ
から、すぐに園庭であげてみました。そして次の

日、衣笠中学校の運動場で思いっきり凧あげをしました。衣笠中学校の運動場についたと
たん、「広い！」と感激していました。さっそく、運動場の真ん中の方に行って凧あげを
始めました。当日は、あまり風が吹いていませんでしたが、子どもたちはそれぞれに工夫
しながら、一生懸命に走って凧あげに挑戦していました。 
 衣笠中学校様、運動場を開放していただき、ありがとうございました。 

☆ 凧あげ：空にあがったよ ☆  
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 書き損じのはがきがあれば、ぜひご協力ください！いただきましたはがき

は切手に交換し、地域の福祉活動に活用されます。 

【設置期間】２月20日(金)～３月5日(木) 

【設置場所】三栖コミュニティセンター玄関付近  

【設置ポスト】緑色のドラム缶タイプのポスト 

【お問合せ】田辺市社会福祉協議会 地域福祉課 ℡0739-24-8329 

 郵便はがきリサイクルポスト設置 ～福祉活動に生かされます～        

 「年賀状、○○君に書こう。」「顔をかいてあげよう。」
「○○さんへ」「○○より」ひらがな表を見ながら一生懸命書

いている子どもたち。絵も文字も気持ちがこもったやさしさあふれる年賀状でした。郵便
屋さんをしてくれたみんなは、郵便屋さんの帽子をかぶり、配達用のかばんをもってお友
達の所へ届けてくれました。年賀状にはきちんと受け取りのスタンプも押して、郵便屋さ
んは大忙しでした。 

☆未就園事業のお知らせです☆ 
 今年も未就園事業を行っています。満２歳児からの事前登録制になります。 
 お申し込みは３日前までに三栖幼稚園(TEL34－0104)までよろしくお願いします！ 

☆ 年賀状ごっこ ☆  

 公民館文化委員の皆様に案内をしていただきながら、５・６年生が史跡巡りに行ってきま

した。 

 ５年生は、11月28日(金)に上三栖方面へ行ってきました。尋声寺、文書庫、妙見宮、珠簾

神社、伝馬所跡、長尾坂、稲荷神社を巡り、最終は大剰寺まで行きました。 

 ６年生は、12月２日(火)に下三栖方面へ行ってきました。一里塚、高坊遺跡、五郎地蔵

寺、三栖廃寺、報恩寺等を巡り、最終は八上王子まで行きました。６年生児童は昨年度に上

三栖方面の史跡を巡っていて、これで、三栖地区の史跡をおおかた訪れたことになります。 

史跡巡りを終えた子供たちは、「あらためて三栖の歴史の深さを知ることができた。」「実

際に訪れることで、昔の三栖地域への想像が膨らんでさらに興味がわいた。」と話していま

した。 

 これから５・６年生は、史跡巡りで学習したことをまとめ、２月14日(土)に開催する文化

展で発表をする予定にしています。ぜひ文化展にお越しいただき、子どもたちの発表を聴い

ていただければと思います。 


